
当初設計書 設

計

精

算

起工番号 ： 公維(委)第906号 工期    ： 契約締結日の翌日から令和8年3月31日迄

会計年度 ： 令和 7 年度 単価世代： 令和07年04月01日 公共

事業名 ： 公園維持管理事業 諸経費率： 公共機械設備 令和06年10月01日

工事名    ： 水沼の里2000年記念の森水景設備点検整備業務委託

設計部課名： 三潴総合支所 環境建設課

工事場所  ： 久留米市 三潴町玉満 地内

（当初設計）

水景設備点検整備業務 一式
池・流れ・カスケード清掃 3回/年（7・9・2月）
池・流れ・カスケード機器点検整備 2回/年（7・2月）

設

計

の

概

要



水沼の里2000年記念の森水景設備点検整備業務委託

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

本業務費

1 式
【製作工事原価】

1 式
労務費

1 式
池・流れ・カスケード清掃

消耗雑材含む
3 回 単 1 号

池・流れ・カスケード機器点検整備
消耗雑材含む

2 回 単 2 号
直接経費

1 式
機器賃借料

高圧洗浄機,水中ポンプ,雑器具損料
1 式 単 3 号

直接製作費計

1 式
間接労務費

1 式
純製作費

1 式
工場管理費

1 式
製作原価

1 式

久留米市
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水沼の里2000年記念の森水景設備点検整備業務委託

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

【据付工事原価】

1 式
設計技術費

1 式
工事原価

1 式
一般管理費等

1 式
工事価格

1 式
消費税等相当額

1 式
合計

久留米市
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水沼の里 2000 年記念の森水景設備点検整備業務委託 

 

 

特 記 仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ７年 ５月 

 

久留米市 

三潴総合支所 環境建設課 

 

 

 



  
第１条（適 用） 

本特記仕様書は、「令和７年度 水沼の里 2000 年記念の森水景設備点検整備業務

委託」に適用するものとする。 

 

第２条（業務目的） 

    本業務は、施設として常に正常な状態で運転するとともに、美観を損ねないよう

に維持するために行う作業であり、設備の保守点検、清掃等を行うものである。 

 

第３条（業務場所） 

   久留米市 三潴町玉満 地内 

水沼の里 2000 年記念の森（別紙、位置図 参照） 

 

第４条（業務内容） 

 １．池・流れ・カスケード清掃  3 回/年（7・9・2月） 

２．制御盤点検         2 回/年（7・2月） 

３．噴水用ポンプ、モーター点検 2 回/年（7・2月） 

４．ろ過装置点検        2 回/年（7・2月） 

５．滅菌装置点検        2 回/年（7・2月） 

６．自動給水装置点検      2 回/年（7・2月） 

７．電磁弁、電動弁点検     2 回/年（7・2月） 

８．水中機器点検        2 回/年（7・2月） 

９．試運転調整         2 回/年（7・2月） 

１０．総合試運転調整      2 回/年（7・2月） 

１１．異常、事故等の応急処置及び原因調査、再発防止の助言 

 

 

第５条（業務手順） 

１． 業務計画書の提出 

受託者は、設計図書、仕様書等を詳細に検討し、｢業務計画書｣を提出しなけれ

ばならない。 

２． 作業内容の報告 

  保守点検を行った月は、｢点検整備報告書｣を提出しなければならない。又、業 

務全般について、作業状況が判断できる写真を提出しなければならない。 

３． 業務時間は、原則として、昼間時間帯に行うものとする。（９：００～１７：００    

日祝は作業なし。）やむを得ず、休日及び作業時間の変更を必要とする場合は、事 

前に監督職員と協議すること。 

 

第６条（障害者に対する遵守事項） 

１． 受注者は、業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関す

法律（平成２５年法律第６５号）を遵守するとともに、甲の取扱いに準じて、障害

者に対する合理的配慮の提供をしなければならない。 

 

 



 

 

 

第７条（秘密の保持） 

 １．受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた秘密（個人情報を含む。）

を第三者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、

又は解除された場合においても同様とする。 

受注者は、業務遂行上、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

を遵守しなければならない。 

第８条（暴力団排除に関する事項） 

１．発注者は、受注者（受注者が共同企業体又は組合であるときは、その構成員の

いずれかの者。以下本条において同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると

きは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。この場合

において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責

めを負わない。 

 (1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。（以下「暴対法」という。）第２条第２号の暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員等（暴対法第２条第６号の暴力団員及び暴力団の構成員とみな

される者をいう。以下同じ。）であるとき。 

    (2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 (3) 役員等（役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画して

いるものを含む。以下同じ。）が暴力団員等であると認められるとき。 

 (4) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用してい

るとき。 

    (5) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者から諸機械、器具、

道具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結した

とき。 

 (6) 暴力団又は暴力団員等である事実を知らずに、前２号に定める行為を行って

いた場合であって、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解

除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。 

 (7) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 

    (8) 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

(9) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正

の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若し

くは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の

利益若しくは便宜を供与したとき。 

 (10) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社

会的に非難される関係を有しているとき。 

    (11) 第２号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、そ

の者から諸機械、器具、道具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約

その他の契約を締結したとき。 

    (12) 第２号から第１０号までのいずれかに該当する者であることを知らずに、

その者との間で第５号に定める行為を行っていた場合であって、当該事実の判

明後速やかに、契約の解除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。 



２ 受注者は、発注者が前項各号に該当する事由の有無を確認することを目的とし

て受注者に対し役員名簿等の提出を求めたときは、速やかに当該役員名簿等を

提出しなければならない。 

３ 前条第４項の規定は、第１項の規定によりこの契約を解除した場合について準

用する。 

 

 
第９条  

   代価表は原則的に添付しない。 

 

第１０条  

   仕様書に明記されている『工事』は『業務』と読み替えるものとする。 

 



5.1

5.8

三 潴町
5.1

5.2

4.1

5.3葎原橋

4.1

4.7

ノ法橋実

5.2

線

田

天満宮

牟

犬小 民館下 公塚 大

4.5

神

4.6

4.4

西

5.9

鉄

5.0

天
4.1

4.9

5.3

4.5

6.4

5.0

川
5.3

線

5.1

玉 満

5.1

5.2

4.1

5.1

4.1

5.1

5.1
神橋天

5.0

4.3

5.1

5.1

稲 大橋

4.1

5.2

5.1

葉

5.65.2

4.7

4.8

5.6

5.5

4.9

5.6

桜

5.0

木橋

4.5

5.2

5.1

4.6

5.1

4.7

5.0

5.6

5.2

6.4

5.1

5.4

5.6 6.1

すみ 園公5.3

5.1

11.7

さ

11.7

くらぎ 園公第二

園らぎ公くさ

5.6

6.9

6.9

6.2

西

5.8

鉄犬塚駅

5.95.1

））

7.0）

西 西
6.6

鉄 鉄

口

犬 犬
塚 塚
駅 駅

西

6.9

（ （

（

東
5.7

東
口 口

6.2

6.5

6.5

6.9

6.0

7.3

6.7

5.8

6.5

保乳 育児 園
ジハイ ア

6.7

宮玉高良 垂

寺

7.2 泉

8.1

ニ

ィ

ミ
ュ

セ

テ

ン
タ8.8

－

7.4

徳

7.6

6.1

7.9

7.3

女

5.6

5.8

線

5.7

5.5

6.6

主

6.2

要
地

方
道

佐
賀

八

5.0

4.9

6.8

5.5

5.9

5.5

6.5

6.7

5.5

5.4

柳

安 病院本米

留

4.4 久
5.0

番満玉 交
道

犬

6.2

P

5.1

主

要

地

方

塚

売
販

店

犬

タ
－

セ
ン

約
5.39

4.9

三潴

4.9

集

資
材

ん
ま

ぼ
ん

5.8

つ

公

い

園

ち

Ａ
Ｊ

さの

町 玉満

5.7

5.2

5.8

6.1

寺
福

6.3
6.6

圓

6.3

7.0

4.6

橋

井

中
の

林
橋

栗 5.7

5.8
7.3

6.5

の

公
園

し

や

た

ま

6.1

8.0

7.4

7.9

9.78.4

6.5

6.2

5.7

6.8

8.1

三 潴

8.2

7.1
8.4

8.2

満玉町

塚 小 学 校

6.3

7.4

7.3

コ
塚
犬
大

7.8

8.4

記０ 森０ 念年２ ０ の

W

三 －ン援育て タ潴 セ子 支

8.3 里水 の

育犬塚保 園

沼

7.3

8.1 W

7.8

7.6

8.1
8.2 8.2

8.3 W

7.4
祉三留 潴 ー久 総 セ合福 ン米市 タ

線
7.6

堂

8.7

9.5

7.2

6.5

7.0

7.2

三 潴町 玉

6.3

満

5.5

5.7

6.6

5.6

6.6

6.3

7.7
7.3

7.4

5.6

6.8

6.7

7.3

8.4骨 田
納

6.6 牟

神
7.2

7.2

大8.8

8.9
7.2

7.1

7.9

蔵収 庫
館

潴三 文 財化
書

8.9 図

三8.8

潴

7.7

7.6

7.4

6.9

7.2

6.6

5.9

6.8

5.9館
7.9育

体天
合
総
ま鉄
づ

7.8

み

8.3
7.9

西

6.4

6.6

7.4

7.5

8.0

郵
便
局

8.2
ニン ント セ ターレ グ ー 7.6

潴 業三 農 者
－タンシ セバル － 材人
－三 タン生 セ潴 習涯学8.1

ドンウグ ラ
8.6

ー洋 プ ルン海 セ タ ー 場広動村農 運三 潴
Ｇ＆Ｂ

8.78.5
ミ ンタニ セィ ーュ テコ

8.0

か

8.4

なや

8.0

公園

校犬 区塚 7.8潴
三

7.5

8.8

W

道

米

柳

県

小犬塚
7.1

川
公民館新茶屋
8.5 7.0

線

7.7

6.9

7.9

6.0

6.9

7.1

園公川田南7.4

だ 園公い

6.8 6.4

か

7.8

園
公

う 二け ょ 公し 園第だ

6.8
園

7.0

園公原木

7.0

植 公

8.5

8.4

壱
町

7.4

原
白

口

留

久

線
道

7.8
8.9 8.4

W方
校学中潴三 園

W 公

道
地

要
中

主

要

方

主
野

道

8.5

三 8.5
潴

上

地

陽

8.5

7.6

9.1
線

8.6

8.6

潴三 所支合総
潴三 ンセ健保 ター

9.1

9.1
W

7.6

7.1

8.8 6.3

7.8

Ｊ みずま本所Ａ

9.3

8.7

8.9

8.4
8.3

7.57.5

三潴 町

8.2

玉 満

8.7

市米留久

9.0

9.3

9.3

8.9

西
8.9

鉄三潴駅

寺

7.9

7.4

7.4

8.3

8.7

UserID = 128803

128803
タイプライタ
位　置　図

128803
四角形

128803
多角形

128803
楕円

128803
折れ線

128803
タイプライタ
業務箇所



水沼の里2000年記念の森　水景設備（カスケード設置）
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水沼の里2000年記念の森　水景設備（池・流水設置）


